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未来のために～みんながやさしさでつながるまち～習志野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習志野市障がい者地域共

 
「民生委員・児童委員」って、なあに？ 

民生委員・児童委員は、どんなことをするの？ 

皆さんが暮らしている地域には、「民生委員・児童委員」と呼ばれる方々がいます。 

「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で

す。社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を

行っており、創設から 100年以上の歴史を持つ制度です。 

また、全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごと

や子育ての不安に関する様々な相談や援助を行っています。 

習志野市には２００名（令和７年４月１日時点）の民生委員・児童委員が活動しています。 

核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを抱える

人や、障がいのある人、高齢の人などが孤立し、必要な支援を受けられないケースがありま

す。 

そこで、民生委員・児童委員が誰もが安心して暮らすことのできる地域社会づくりを目指

し、地域住民の身近な相談相手となり、援助を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイ

プ役を務めます。 

障がいのある人との関わりは？ 

習志野市民生委員児童委員協議会では、民生委員・児童委員の知識向上のため、高齢者部会、

災害対策部会、主任児童部会、障がい者（児）部会の４部会が活動しています。 

また、習志野市障がい者地域共生協議会の委員としても活動しています。 

 

障がいのある人や周りに困っている人がいたら、 

お気軽に民生委員・児童委員へご相談ください。 

※民生委員・児童委員にご相談したい方は、まずは健康福祉政策課にご連絡ください。 

民生委員・児童委員の事務局（健康福祉政策課）ＴＥＬ０４７－４５３－７３７５ 



［発行所：習志野市障がい者地域共生協議会 発行人：松尾公平］ 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】習志野市障がい者地域共生協議会（通称「ならとも」） 
 
 …障がい当事者の家族、福祉事業所、行政機関の職員等が集まり、障がい者の地域生活を支える

ための活動や検討会を行っています。 
事務局：習志野市 障がい福祉課 習志野市鷺沼 2丁目 1番 1号 

電話 047（453）9206 F A X 047（453）9309 

ならとも 習志野 検索 

あたたかく見守ってください 

※このポスターは、障がい福祉課ときらっといっぽの会が作成しました。 

きらっといっぽの会 

ホームページ インスタグラム 

他のエピソードも公開中！ 
このQRコードから習志野市のホームページ 
をご覧ください。 

11月 22日（土）  午後 1時 30分～４時  東部体育館において 

習志野市ユニバーサルスポーツ交流会 を開催します。 
障がいのある人もない人も、大人もこどもも、どなたでも参加できます。 

競技はボッチャ等を予定しています。１１月１１日（火）（必着）までに、住所、氏名、生年月日、 

電話番号またはＦＡＸ番号、障がいのある人は障がい種別と必要な配慮をご記入の上、 

障がい福祉課へお申し込みください。 電話：０４７－４５３－９２０６  ＦＡＸ：０４７－４５３－９３０９ 

※イラストまたは写真を挿入する 

特性のある行動には理由があります 
 


